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県公共土木施設等と
は

県の公共土木施設としては、県道、ダムがポピュラーであるが、土木施設
以外の施設も多い。例えば、森林・林業関係では県管理の森林公園（園内
の道路を含む）が各地にある。
ただし、林道については、県が工事を実施しても、完成後は地元市町村に
管理が移管されるケースがほとんどである。また、県行造林地の作業道は
公共土木施設に当たらない。

市町村にも協力でき
ないか

協定の相手方は岩手県知事であるが、当組合では、市町村から災害応急対
策の出動要請があれば、積極的に対応する考え。
また、名簿が有効に活用され、応急対策工事を請け負った土木会社から、
協力業務に係る作業を部分的に依頼されるケースも想定している。
協定の趣旨に合致するのであれば、対応したいと考えている。

質　　問 回　　　　答

協力業務の内容は (1)  災害等により発生した流木及び流出丸太等の除去
(2)　応急対策等の実施において支障となる立木等の伐倒及び撤去
【例えば】県道が大量の風倒木で遮断され、通行を確保するため風倒木を
伐倒・撤去する
(3)　林地等において県が必要と認めるその他の業務
【例えば】災害応急対策の一環で応急的に林道と公道を結ぶため、立木を
伐採しながら森林内に仮設道路を開設する

協力費用の負担 県が負担することとなっているが、実費程度の最低限の負担となる場合も
あると思われる。

請負契約の方法 契約の方法は、高額の場合は工事請負契約、少額の場合は見積もりによる
作業発注など、ケースバイケースの対応となる模様。

名簿に載れば必ず
協力しなければなら
ないのか

イメージ図にあるとおり、理事長は、県農林水産部長から出動要請があっ
た場合、求められた内容に応じ、名簿から適切な協力組合員を選定し、実
際に出動が可能かについて、順次確認することとしている。当然ながら、
要請内容・規模に応じて、確認を取る協力組合員の数は増減する。
業務の都合などで協力できないケースもあるものと想定しており、事務局
からの確認の際に、断っていただいて全く構わないものです。

協力組合員名簿の提
出

理事長は、協力組合員（協力可能な組合員）の名簿を毎年度４月30日まで
に県農林水産部長に提出しなければならない。
このため、毎年度「意向調査」を行うこととしており、その調査の際、協
力組合員についての辞退、又は新規加入は可能である。
また、年度途中であっても申し出をいただければ変更することは可能であ
る。

対象となる災害は 地震、津波、大雨その他自然現象及び大規模な事故等によるもので、県が
協力を要請する必要があると認める場合の災害。
具体的な岩手県の近年の災害としては、
・岩手・宮城内陸地震（H20）　　・岩手町等の豪雨災害（H22）
・東日本大震災・津波（H23）　　・雫石町等の豪雨災害（H25）
・岩泉町等の台風10号災害（H28）がある。

　「災害時における応急対策業務に関する協定」Ｑ＆Ａ解説

なぜ、協定を締結す
るのか

当組合の会員事業体は、東日本大震災・津波での応急対策（復旧対策）に
おいて、それぞれの市町村の要請あるいは自発的な行動として市街地の流
出丸太の回収や瓦礫の撤去に貢献したところである。
今後も災害発生が危惧されることから、協力可能な組合員の賛同を得て、
組合のＣＳＲの一環として、我々の得意分野で災害時における応急対策業
務に協力するため協定を締結するもの。


